
資料２－１ 

令和４年度「議会報告と町民との意見交換会」 

実施要領（案）について 
 

１ 趣 旨 

令和４年度議会活性化主要事業等計画に基づき、令和４年度「議会報告と町民との

意見交換会」について、実施方針を定めるものである。 

 

２ 事業の根拠 

（１） 芽室町議会基本条例第２条第４項（基本理念） 

議会は、広く町民の意思を把握し、町政に的確に反映させることを目的に、議

員個々の資質を高め、議会機能の強化並びに活性化に取り組み、議会力及び

議員力を強化します。 

（２） 芽室町議会基本条例第４条第２号（委員会及び委員長の活動原則） 

町民に対し審査の経過及び所管する行政課題等に対処することを目的に、意

見交換会等を開催すること。 

（３） 芽室町議会基本条例第８条第５項（町民参加及び町民との連携） 

議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を聴取

する機会を確保し、議会、議員による政策提案を行います。 

（４） 芽室町議会「議会報告と町民との意見交換会」の実施規程 

 

３ 事業目標 

現在取り組んでいる議会活動を報告し、町民の提言や意見を議会活動及び議会運営

に反映することを目的とする。 

 

４ 事業概要 

（１） 実施時期  令和５年１月 

（２） 対象者   町内小中学校単位のＰＴＡ 

（３） 実施手法  アンケート形式（各学校を通じて協議した結果、コロナ感染状況を      

鑑み対面は不可。） 

（４） 報告テーマ 「物価高騰に対する今後の支援策」について（議会検討結果） 

（５） 意見交換テーマ 「物価高騰に対する今後の支援策」について 

        ＜（４）を踏まえた意見聴取＞ 

（６） アンケート内容    別 紙 

（７） アンケート実施期間  ●月●日～●月●日 

（８） アンケート活用方法   



 

芽室町議会「議会報告と町民との意見交換会」の実施規程 

           （平成 24 年４月 12 日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、芽室町議会基本条例（平成 25 年芽室町条例第 27 号）第８

条に規定する議会報告と意見交換会（以下「意見交換会」という。）の実施に

関して必要な事項を定めるものとする。 

（種類） 

第２条 意見交換会の種類は、次のとおりとする。 

（１）地域との意見交換会 あらかじめ議会が定めた議題について、町の区域を

議会が別に定めるところにより指定する地区（以下、「地区」という。）を

基本単位として実施する意見交換会をいう。 

（２）団体との意見交換会 議会が取り組む政策立案等について、関係ある町民

団体等と実施する意見交換会をいう。 

（３）議会報告会 意見交換会に合わせて、議会活動などについて伝える機会を

いう。 

（地域との意見交換会の実施） 

第３条 地域との意見交換会は、前条（１）により定めた地区において年１回実

施する。 

２ 議会は、地域との意見交換会の開催日時、会場等について、議会だより及び

町議会のホームページ等への掲載、開催地区における開催案内文書の回覧等

の方法により、広く周知を図るものとする。 

（団体との意見交換会の実施） 

第４条 団体との意見交換会は、教育、文化、福祉、産業等の分野ごとに行う意

見交換会であるところから、常任委員会において政策立案等を実施するため

必要に応じて開催するほか、町民団体等の要請に応じて開催するものとする。 

（議員の留意事項） 

第５条 意見交換会において、出席する議員は、次に掲げる事項に留意しなけれ

ばならない。 

（１） 町民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策形成につなげていく

ために、町民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。 

（２） 町民から意見、質問に対する返答等を求められた場合には、議会として

の考え方、議論の経過等を説明することとし、議員個人としての見解を述べ

ないこと（議員個人の考えを求められた場合その他個人の見解を明らかに



する必要がある場合を除く。）。 

（３） 執行機関の立場での説得的な説明、答弁等は行わないよう留意すること。 

（意見等の集約） 

第６条 意見交換会に出席した議員は、町民の意見及び提言その他意見交換の

内容（以下、この条において「意見等」という。）について、要点をまとめ記

録したうえで別に定める様式により議長に報告するものとする。 

２ 議長は、前項の規定により報告を受けた意見等の整理及び検討について、議

会運営委員会に依頼するものとする。 

３ 議会運営委員会は、前項の規定により意見等の整理及び検討について議長

の依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、その結果

を議長に報告するものとする。 

４ 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、今後の議会運営において適

切に対処するものとする。 

（報告書の公表） 

第７条 議会は、前条の規定により集約した意見等について、当該意見等に対す

る議会の対応と併せて議会だより及び議会ホームページ等において公表する

ものとする。 

（補足） 

第８条 この規程に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項は、

議長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

 


